
 

 

議案第 43号 

 

   令和２年度伊賀市一般会計補正予算（第11号） 

 

 令和２年度伊賀市の一般会計補正予算（第11号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１５０，５７５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６，５８８，９６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和３年３月10日提出 

 

                          伊賀市長 岡 本  栄  
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　 第１表　   歳入歳出予算補正

   歳     入 （単位 ： 千円）

款 項

16 国庫支出金 15,980,476 149,403 16,129,879 

 2 国庫補助金 12,263,017 149,403 12,412,420 

17 県支出金 2,848,185 1,250 2,849,435 

 2 県補助金 1,128,801 1,250 1,130,051 

20 繰入金 2,741,873 △10,778 2,731,095 

 2 基金繰入金 2,731,972 △10,778 2,721,194 

23 市債 4,928,459 10,700 4,939,159 

 1 市債 4,928,459 10,700 4,939,159 

56,438,394 150,575 56,588,969 

   歳     出 （単位 ： 千円）

款 項

 2 総務費 17,669,213 26,594 17,695,807 

 1 総務管理費 16,612,201 26,250 16,638,451 

 2 徴税費 610,086 344 610,430 

 3 民生費 14,835,790 868 14,836,658 

 1 社会福祉費 5,413,307 312 5,413,619 

 3 同和行政費 279,961 556 280,517 

 4 児童福祉費 5,584,005 0 5,584,005 

 4 衛生費 5,431,330 93,964 5,525,294 

 1 保健衛生費 2,042,293 93,964 2,136,257 

 8 土木費 2,673,749 250 2,673,999 

 1 土木管理費 179,021 250 179,271 

 9 消防費 1,734,237 338 1,734,575 

 1 消防費 1,734,237 338 1,734,575 

10 教育費 4,716,865 28,561 4,745,426 

 1 教育総務費 1,521,682 561 1,522,243 

 2 小学校費 693,843 18,400 712,243 

 3 中学校費 796,207 9,600 805,807 

56,438,394 150,575 56,588,969 歳　　出　　合　　計

補正前の額 補 正 額 計

歳　　入　　合　　計

補正前の額 補 正 額 計
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変　更 （単位：千円）

新型コロナウイルスワクチン接
種事業

177,340

　　第３表　　地方債補正

46,167８ 土木費 １ 土木管理費 県営土木事業負担金 45,917 県営土木事業負担金

４ 衛生費 １ 保健衛生費

款 項
補　正　前

新型コロナウイルスワクチン接
種事業

86,994

補　正　後

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

２ 変 更 （単位：千円）

10　教育費
２　小学校費 一般管理運営経費 18,400

３　中学校費 一般管理運営経費 9,600

４　衛生費 １　保健衛生費 短時間勤務会計年度任用職員人件費 2,152

18,491文化施設改修事業

２　総務費

４　選挙費 市議会議員選挙執行経費 37,026

芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等改修事業 3,146
１　総務管理費

　　第２表　　繰越明許費補正
１ 追 加 （単位：千円）

款 項 事　　業　　名 金　額

 

起債の目的    起債  償還

 限度額 利率 限度額 の 利率 の

    方法  方法

  　　 

文化施設整備事業 37,100 47,800

 

補  正  前 補  正  後 

起債の方法

 

償還の方法 

 

補正前
と同じ

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金等に
ついて、利率
の見直しを

行った後にお
いては、当該
見直し後の利

率）

政府資金及び特定資金に
ついてはその融通条件に
より、銀行その他の場合
には、債権者との協定に
よるものとする。ただ
し、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を
短縮し若しくは繰上償還
又は低利に借換えするこ
とができる。

補正前
と同じ

補正前
と同じ
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